
島根県HP
納付はこちら

島　根　県 R8.4

詳しくは、島根県ホームページまで

机动车税缴纳期限是 6月1日。
A data-limite para o pagamento do imposto sobre 
automóveis é até o dia 1 de junho.



よくあるお問い合わせ

転居等で新しい住所が分からず、返送されている場合があります。
しまね電子申請サービス（インターネット）や県民センターへ電話連絡等により、
住所変更の手続きをしてください。

自動車税は、４月１日現在の自動車の所有者（所有権留保車については使用者）に
納税義務があります。

県税に関する質問を気軽に問い合わせることができる
チャットボットをご活用ください。

●しまね電子申請サービス（インターネット）によるお手続き
　車検証をご準備のうえお手続きをお願いします。
　☆しまね電子申請サービス　
　　→検索メニュー →手続き名「自動車税」で検索 →「住所変更届」を選択

●電話または「住所変更届」の送付（FAXまたは郵送）による連絡
　・インターネットによりお手続きできない場合にはこの方法により連絡ください。
　・連絡先は島根県ホームページをご覧ください。
　・「住所変更届」は県税のホームページ（住所変更）からダウンロードすることができます。
　☆ご連絡いただく内容
　①氏名（改正された方は旧姓も）②新住所　③旧住所　④連絡先電話番号　⑤車の登録番号

　※住所変更をされた場合は、自動車検査証（車検証）の住所変更が必要です。
　　上記お手続きと併せて運輸支局で住所の変更登録手続きを行ってください。

知人に譲ったり、自動車販売店に下取りを出したのに納税通知書が届いたのは、その自動車の
名義変更が３月31日までにされなかったためです。譲った相手に、きちんと名義変更、または
抹消登録をされたかどうか確認してください。

チャットボットはスマホやパソコンから24時間365日いつでもご利用い
ただけます。チャットボットが利用できるページには画面の右下下部に
チャットボットのバナーが表示されます。
詳しくは、島根県ホームページの県税に関するページをご覧ください。
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自動車税の納税通知書が５月１５日になっても届かない。いつ頃届きますか？

自動車を手放したのに納税通知書が届きました。どうしてですか？

県税のことで問い合わせたいのに平日は電話できない。どうしたらいいですか？

電子申請サイト


